
活動拠点を中心にした交流促進・地域活動の活性化

誰でも気軽に立ち寄れる活動拠点づくり①

➢ LMO設立に伴い事務所と交流スペースを
併設した活動拠点を新設(民間テナント1F)

➢ 新たに常駐のスタッフを雇用し、各種事務
や地域の困りごと相談コーナー等を実施

➢ 交流スペースは地域住民が気軽に集まれ
る場とし、地域食堂や各種イベントにも活用

➢ 活動拠点のパソコンや大型画面は各種地
域団体のweb会議等にも活用可

▲活動拠点の開設式 ▲事務所(奥)と交流スペース(手前)を併設した拠点

３ ひろしまＬＭＯの取組例


